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第２号議案 令和５年度事業計画（案）について

令和５年度事業計画
令和５年４月１日から令和６年３月 31日まで

Ⅰ 基本方針

１ 水環境保全に寄与する事業の推進
当協会は、浄化槽に関する技術の向上及び知識の普及を図るための事業を通じて、県民

の生活環境の保全と公衆衛生の向上に寄与する。
２ 公益目的事業の推進

研修事業及び浄化槽適正管理推進事業等の公益目的事業の充実に努める。
３ 浄化槽の普及啓発

財政負担が少なく投資効果の発現が早く、しかも地震にも強い生活排水処理施設として
の浄化槽の普及がされるよう、県民及び行政に対して、普及啓発活動を推進する。

４ 合併処理浄化槽への転換の取り組み
公共用水域の水環境保全のため、既存の単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への転換を促

進する。
５ 行政機関や関係団体との連携

浄化槽の普及と適正管理の推進のため、県、市町村及び浄化槽関係団体との連携を図る。

Ⅱ 事業計画

１ 浄化槽業務従事者研修会（県補助事業） 公益目的事業
技術革新のめざましい浄化槽の適正な施工及び維持管理を確保するため、浄化槽業務従

事者及び行政担当者を対象とする新たな知識や実務上の技術習得を図る研修会を開催する。

２ 浄化槽の適正管理及び普及の推進 公益目的事業
(1) 浄化槽適正管理推進事業（県委託事業）

浄化槽の適正管理の一層の推進を図るため、法定検査未受検者指導や保守点検未実施
者指導に係る県事業を受託する。

(2) 浄化槽適正管理推進事業（県補助事業）
浄化槽設置者に対して、浄化槽の正しい使用・管理方法や浄化槽管理者としての義務、

法定検査制度の仕組み等についての知識の普及や意識啓発を図る。

３ 浄化槽の普及・啓発及び調査研究の推進
(1) 機関誌の発行等

浄化槽に関する情報提供を行うため、機関誌「浄化槽にいがた」の定期発行（年２回）
を行うほか、ホームページでの掲示を行う。

(2) 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進
単独転換の促進に向けて、環境省の宅地内配管工事費に対する助成制度や公共浄化槽

制度などの情報提供を行い、合併処理浄化槽への転換促進を図る。
(3) 新潟県汚水処理施設整備構想に基づく浄化槽の普及促進

新潟県汚水処理施設整備構想に掲げる個別処理（浄化槽）の整備目標の達成に向けて、
浄化槽整備の促進を県及び市町村に働きかける。

(4) 排水処理システム（ディスポーザ・除害施設）関連の事業化調査
浄化槽事業の技術・知識を活かせる成長分野として、排水処理システム（ディスポー

ザ・除害施設）関連の事業化の調査・研究を引き続き行う。

４ 浄化槽システムの脱炭素化推進事業の推進
環境省（執行団体：一般社団法人 全国浄化槽団体連合会)の補助事業である二酸化炭素

排出抑制対策事業費等補助金（浄化槽システムの脱炭素化推進事業）に係る事業申請の受
付機関として、事業の周知等を通じて事業申請者の拡大に努める。
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５ 浄化槽管理士研修の開催
改正浄化槽法並びに新潟県及び新潟市の「浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」に

基づき、浄化槽保守点検業者に義務付けられた「浄化槽管理士研修」について、引き続き、
研修実施団体として開催する。

６ 浄化槽機能保証制度の推進
合併処理浄化槽に対する社会的信頼を確保するための重要な制度であることから、引き

続き市町村等に対して制度の普及・啓発に努める。また、機能保証申立てに対しては、迅
速に対応する。

７ 収益事業の推進
(1) 公共浄化槽等整備推進事業(市町村整備型）

公共浄化槽等整備推進事業（旧：浄化槽市町村整備推進事業）の一層の促進を図るた
め、市町村が行う同事業について、調査、設計、施工及び維持管理等の業務を支援する。

(2) 基本財産貸付事業
基本財産（協会事務室）の新潟浄化槽管理協同組合への一部貸付を行う。

(3) 新潟浄化槽管理協同組合の事務受託
同組合の運営に関する事務を受託する。

８ 関係行政機関等との連携
(1) 県との意見交換会

浄化槽の適正設置、合併処理浄化槽への転換及び適正な維持管理の徹底等について、
行政側との意見交換等を行い、浄化槽の健全な普及に資する。

(2) 新潟県浄化槽法定検査管理協議会への協力
浄化槽法定検査について、協会の立場から意見・具申等を行う。

(3) 新潟県浄化槽推進協議会等との連携
浄化槽の普及と適正管理の推進のため、新潟県浄化槽推進協議会及び指定検査機関な

ど、浄化槽関係団体との連携を図る。
(4) 県議会等への要望

「環境に優しく、財政に優しい、かつ災害にも強い浄化槽」の整備を促進するため、
県議会や市町村への要望を行う。

９ 会議の開催等
(1) 協会業務を円滑に推進するため、定時総会のほか理事会、部会及び委員会を開催する。
(2) 全国浄化槽団体連合会の定時総会及び全浄連北陸地区協議会各県会長会議等に参加す

る。

10 その他
(1) 支部活動支援

当協会は会員によって成り立っており、会員に身近な各支部活動が基本となることか
ら、各支部が組織的活動ができるよう支援する。

(2) 会員の表彰
功労者表彰及び優良従事者表彰等を実施する。

(3) 会員名簿の発行
会員名簿を発行する。

(4) 入会員活動
未加入の浄化槽関連事業者に対して、入会案内を行う。


